
0 衆議院議員 ( 宇佐美登 君 )  岡崎議員の御指摘のとおりであ りまして、 まず、 最後の、 後の方の質問 

からが答えさしていただければ、 本法の第三条第三項に、 正に発達支援の 内容及び方法についての 判断 

に際しては、 発達障害者本人及びその 保護者の意思ができる 限り尊重されなければならないと 明示をさ 

れているところであ ります。 

同時に、 発達支援が行われるに 当たって、 発達障害者の 乳幼児期から 成人 期 までの各ライフステージ、 

それぞれの時期において 生活全般にわたる 支援が不可欠であ り、 その支援については、 発達障害を持つ 

方々のそれぞれの 障害の特性に 応じて、 その一人一人の 本当に特徴、 特性、 そういったものに 合わせて 

行われることが 重要であ ると考えています。 

0 岡崎トミ子君 本人が訓練して 変わるというようなことが 強制されない、 周りが、 社会全体が、 自分 

たちが変わっていってきちんと 支援していく、 適切な情報を 提供して、 適切なアドバイスを 受けて、 そ 

して周り自身が、 やはりその本人自身の 希望が達成されるような、 そういうような 環境を作っていかな 

きゃいけないというふうに 思います。 

早期発見と早期支援ということについて、 神本さんも触れておりましたけれども、 診断を契機とする 

治療の強制・あ るいは不合理な 差別の温床となる 可能性が心配だということ、 私のところにもたくさん 

のメールが届いておりました。 

そこでやはり、 改めてなんですけれども、 投薬の強制あ るいは副作用の 心配というようなことがあ り 

ますので、 こういった面で 強制されないということに 関してお聞きしておきたいと 思います。 一方では、 

早期に診断されて 早期に治療に 当たることができて、 家族が結束して 本当に助かったと、 そういうよう 

な メールも届いておりますけれども、 まず心配な面に 関してお聞きしておきたいと 思います、 厚生労働 

省。 

0 政府参考人 ( 塩田幸雄 君 )  早期発見、 早期支援が治療の 強制とか不合理な 差別につながってはなら 

ないというのは 御 指摘のとおりだと 思います。 そうした観点から、 法案の中ででも、 児童や保護者の 意 

思を尊重するという 趣旨が何度も 規定されていると 理解しております。 

したがいまして・ 発達障害の早期の 医学判定などに 当たりましては、 障害のレッテルを 張ることでは 

なくてその後の 適切な支援にっなげるためのものであ ることであ りますとか、 強制されるものではない 

ことなど、 この法案ができますと、 法案の内容について 各都道府県などに 通知を出すことになりますけ 

れども、 その趣旨をきちんと 通知の中で明らかにし、 法案の趣旨が 現場で生かされるような 運営がなさ 

れるよう、 今後努力してまいりたいと 思います。 

0 岡崎トミ子君 そこでなんですけれども、 今その発達障害をきちんと 診断してくれるというお 医者さ 

んの数は全国で 二百人というふ う に聞いているんですけれども、 子供 千 万人当たりの 児童精神科医、 そ 

の数は、 九六年の調査ですけれども、 スウェーデンでは 十 _. 五人、 スイスでは十こ 人に対して日本は 

0 . 三五人しかいないという、 こういう状況なんですね。 

現在の制度では、 子供にかかわる 医療というのはすべて 高収入につながっていかないということのた 

めに、 小児科自体が 大変少ない状況にあ るし、 減りつっあ るというふうにも 聞いていて、 大変厳しい状 

況の中で働かれているわけなんですけれども、 けがとか病気とかレントゲンとか、 そういう場合の 検査 

とか薬の処方は 割と短時間で 病院の利益に 結び付けることができるんですが、 この発達障害の 子供たち 



の 診察に当たっては、 お医者さんのほかに 臨床心理士が 必要だったり、 多くのスタッフが 必要になって 

くる。 

そういう中で、 お医者さんだけではない 判断というのがすごく 大事なんですが、 そこの充実がまちま 

ちだし・障害でも、 その人、 子供、 それぞれによって 千差万別なために、 今度は家族に 対するカウンセ 

リングもきちんとしていかなきやいけないし、 慎重な診療が 必要だし、 民間の病院の 中では現在の 保険 

制度では大変厳しい 状況だなというふうに 思っているんですけれども、 こういう状況で、 児童精神科と 

して自分はやっていきたいという、 そういう学生が、 専門医ですか、 そういう人たちが 増えるというこ 

とがあ り得るのかなというふうに 思いますし、 発達障害者、 特に子供の発達障害に 対する具体的な 施策 

の 検討ということについてはどのようなことをお 考えになっていらっしやるのか、 伺っておきたいと 思 

います。 

0 政府参考人 ( 塩田幸雄 君 )  御 指摘あ りましたように・ 我が国では、 発達障害など、 子供あ るいはそ 

の親の心の問題に 対応できる専門的な 知識あ るいは技能を 持つ児童精神科医、 あ るいは小児科医が 極め 

て少ない現状にあ るのはおっしやるとおりでございまして、 そういった専門の 人材の確保を 図るという 

ことが重要であ ると考えております。 この法案がその 一つの契機になればと 期待し、 またその法案の 趣 

旨を生かせるよ う 、 厚生労働省としても 努力してまいりたいと 思っております。 

そうした視点から、 本年度内に検討会を 設けまして、 小児科及び児童精神科の 領域における 専門医の 

確保対策について 具体的な検討を 行いたいと思っております。 また，平成十七年度の 厚生労働科学研究 

におきまして ，子供の心の 問題に専門的に 対応できる医師などの 確保や育成に 関する研究の 実施、 養成 

プロバラムの 開発などを行 う ことを予定しているところでございます。 また、 国立精神・神経センタ 一 

などにおきまして 必要な専門家スタッフの 研修にも努めてまいりたいと 思っております。 

それから、 診療報酬などでの 配慮も今後必要だろうと 思いますが，現行の 保険点数におきましては、 

自閉症等の精神疾患を 有する児童に 対する計画的な 治療の提供・ 外来診療におけるカウンセリンバの 評 

価が行われているところであ りますけれども、 この法案の成立の 趣旨も受けまして、 今後、 発達障害等 

に 対する診療報酬につきましても、 中医協におきます 議論を踏まえつっ、 適切な評価に 努めてまいりた 

いと考えております。 

今後、 各般の対策を 充実してまいりたいと 考えております。 

0 岡崎トミ子君 その際に、 仕組みの透明化というのは 大きだと思います。 専門家臣だけの 判断ではな 

くて、 親も納得できるということがすごく 大事だと思いますし ，その専門家の 判断が早期に 行われた場 

合には、 やはり説明責任が 後からきっちりできるということをやっていただきたいと 思いますが、 いか 

がでしょうか。 

0 政府参き 人 ( 塩田幸雄 君 )  発達障害の診断は 医療の観点のみだけでなくて、 いろんな専門家の 御意 

見を聞きながら 判定すべきものだと 考えておりますので、 御 趣旨のとおり 運用してまいりたいと 思いま 

す。 

0 岡崎トミ子君 次に・提案者に 発達障害者支援センタ 一について伺いた いと 思いますが、 これを新た 

な天下り先にしないということは 十分押さえていただきたいと 思います。 

この機能を果たすものとして 私は期待をしていきたいとは 思うんですけれども、 これ年間二千五百万 



円の低予算ですよね。 そして、 設置箇所も不十分だと 言われている 中です。 ですから、 今後専門性の 高 

い機関として 役割を果たせるようにしていく 必要があ ると思いますけれども、 多様な発達障害児、 発達 

障害者、 そして保護者、 本人の気持ち、 ニーズに適応した 運営がこの中では 必要だというふうに 思いま 

す 。 つまり、 センタ一の独走にならないということは 大事だと思っておりますが、 いかがでしょうか。 

0 衆議院議員 ( 宇佐美登 君 )  平成十四年度からこの 自閉症，発達障害支援センタ 一の整備が進んでい 

るわけでございますけれども、 現在十八都道府県十九 か 所、 福岡県だけ 今二か 所あ るんですけれども、 

この現状を考えると、 できる限り早期に 四十七都道府県すべて、 残り、 ですから二十九の 県があ るわけ 

でございますけれども、 まずそういったところに 配置していくことが 重要であ ると思いますし、 二千五 

百万円の予算については、 参議院、 衆議院，党派をすべて 超えて、 政府に対してこれを 働き掛けていく 

しかないわけですので、 是非一緒にやっていきたいですし、 提案者としては 望むところでございます。 

また、 自閉症・発達障害支援センタ 一については、 相談支援、 療育支援、 就労支援を担当している 職 

員が配置されていますが、 今後は、 委員 御 指摘のように、 職員の専門性が 確保されるような 研修などに 

より、 その質の向上を 図っていくべきだと 考えています。 

最後に、 独走にならないようにというのは 正にそのとおりであ ります。 今後も発達障害者支援センタ 

ーが発達障害児や 保護者等のニーズにきっちりと 対応して い く 、 即した形で支援を 行っていくよ う、 政 

府 に対して、 これもまた提案者ばかりではなく・ 皆様方と一緒になって 働き掛けていきたいと 思ってお 

ります。 

最後に、 天下りの問題を 御指摘されていましたけれども、 ここは本当に 大変重要なところでございま 

して、 専門性は有するけれども、 といって簡単に 天下りを認めていくべきものではございませんので、 

こういった行革の 観点も必要であ りますけれども、 同時にしっかりとした、 委員 御 指摘の親御さんたち、 

そして御本人たちのニーズに 即したセンタ 一の運営というものを 働き掛けていきたいと 思っています。 

0 岡崎トミ子君 多様な生き方を 助けるもの、 そして権 利擁護のために 先頭に立って 闘ってくれるとこ 

ろ、 それが私は発達障害者支援センタ 一でなければならないと 思っておりますので・その 点よろしくお 

願いしたいと 思います。 

ここでの従来の 自閉症・発達支援センターと 同様に、 知的に遅れのあ る自閉症 児 、 自閉症者も対象と 

なるということでよろしいでしょうか。 この法案での 支援の対象には 知的に遅れのあ る自閉症 児 、 自閉 

壮者を含む、 そういう考えでよろしいか ，確認しておきたいと 思います。 厚生労働省です、 はい。 

0 政府参考人 ( 塩田幸雄 君 ) 知的障害の有無にかかわらず 対象になると 理解しております。 

0 岡崎トミ子君 続いて・このむき 出しの強制でなくても、 十分な情報を 提供しないで 本人や保護者を 

不安に陥れるというようなことがあ ってはなりませんし、 他の選択肢を 選ぶことを応援するその 努力が 

なかったために・ 実質的には有無を 言わされなかったと、 進路を決められてしまったと 本人や保護者が 

感じることがないようにすべきだと 思いますけれども、 厚生労働省、 いかがでしょうか。 

0 政府参考人 ( 塩田幸雄 君 )  発達障害者にかかわらず、 障害者福祉におきましては 自己決定とか 自己 

選択というのがキーワードであ ります。 発達障害者に 対する支援についても 十分な情報提供をし、 当事 

者の方が選択できるよ う に，発達障害支援センターあ るいは様々な 福祉施策を通じまして 支援を強化し 



ていきたいと 思っております。 

0 岡崎トミ子君 この発達障害者の 自立及び社会参加に 資するために 支援を図っていくんだと、 発達障 

害者の福祉の 増進に寄与することがこの 法案の目的だというふ う にされているわけなんですが、 この発 

達障害者の教育と 訓練・そして 仕 きの面ですね、 就労に向けた 情報提供を行 う だけではなくて、 発達 陣 

害 者を社会の一員として 受け入れることができるよ う に・社会そのものを 変えていかなければならない 

と思います。 

そこで、 社会全体がその 理解を深めて い く、 差別をなくすために、 まず学校、 職場、 地域社会の中で、 

その中でのその 変化を促していって、 そしてこうい う 子供たちが参加できるような 条件整備が必要だと 

いうふ う に思いますけれども、 これは発達障害者にかかわらず、 一般の人たちに 対する、 障害者一投 に 

対する施策としても 大変重要な点の 一つだというふうに 思っております。 

我が子のことが 理解できないということで 大変苦労されて 苦しんで、 周囲の人から 発達障害を理解し 

てもらえないという 二つの苦しみがあ る中で、 本人も家族も 苦しんできたということがあ りますけれど 

も 、 そのために、 行き着くところ ，大変残俳なことには 虐待に遭ってしまう、 あ るいは無理心中にもつ 

ながっているというような 現状もあ りますので、 保護者を孤立させないという 意味でも、 社会全体に対 

する啓発というのが 大変重要になってくると 思います。 

この点について・どうでしょうか、 本人の訓練ではない ，周りを変えていく、 社会全体を変えていく、 

そのための啓発が 重要だという 点についてお 伺いしておきたいと 思います。 

0 政府参考人 ( 塩田幸雄 君 )  発達障害の方々は 地域の理解があ れば音通に地域で 暮らせる方々でござ 

います。 そういう意味で、 地域のいろいろな 方々が発達障害についての 御理解をしていただくことが 重 

要 だと思います。 例えば、 商店の方々、 駅員の方々、 警察の方々 、 いろんな町のいろんな 方々に正しい 

理解をしてもらうことが 重要であ ると思っております。 

これまでも厚生労働科学研究におきまして、 こうした発達障害理解のためのパンフレットを 全国の警 

察などに配付するとともに、 全国数 か 所で警察官への 研修など、 いろんな研修をやってきたところでご 

ざいますが、 今回新しい発達障害者支援の 法律ができることであ りますので、 こうしたパンフレットも 

最も新しい考え 方で見直したいと 思いますし、 警察官などへの 研修などについても 拡大して、 いろんな 

形で理解が深まるよ う に努力してまいりたいと 考えております。 

0 岡崎トミ子君 その理解という 面で・子育ての 面での理解を 深めていくために、 一般的な子育て 支援 

の中で支援が 可能になるように、 その担当者に 対して発達障害の 理解と支援プロバラムについての 研修 

が 必要だと思いますが、 いかがですか。 

0 政府参考人 ( 塩田幸雄 君 )  発達障害児の 方々には専門的な 支援が必要という 面もあ りますけれども、 

い わゆる育てにくい 子供という側面も 有しておられますので、 普通の子育ての 中でも対応していくこと 

が非常に重要だと 思います。 そういう意味で・ 一般の子育ての 支援をされる 担当の方々に 正しい理解を 

していただくことが 非常に重要でございます。 

これまでも保健 師 等に対する手引手の 配付などを行ってま い りましたが・ 平成十七年度の 概算要求で、 

こうした法案の 森論がされていることも 踏まえまして、 都道府県、 政令市の担当者、 保健郎、 保育士な 

どに対する指導者の 研 傍 、 あ るいは実務の 研修といった 内容の概算要求を 盛り込んでおりまして、 その 



予算の確保を 図りましてそうした 研修活動の充実に 努めてまいりたいと 考えております。 

0 岡崎トミ子君 次に、 就労の面での 理解であ りますけれども、 大変発達障害者の 皆さんたち ほ その困 

難に直面しているわけなんですが ，殊に八口一ワークにまず 行きましたときに、 職員の方が フ スペルガ 

ー症候群ですとか 自閉症の方ですとか 知識がないわげなんですね。 そこで努力が 足りないというふうに 

職員にしかられてしまう、 傷 付いて働く意欲がなくなってしまうというのが 度々あ ったということです 

から、 そうした理解を 深めていくためには 職員の研修が 早急に必要だというふうに 思いますし、 一人一 

人 就労のそのあ っせんの仕方もあ るように思いますけれども、 これはどんなことを 考えていらっしやい 

ますか。 

0 政府参考人 ( 金子順一者 )  お 答え申し上げます。 

八日一 ヮ一ウ におきまして 発達障害者の 就労支援をこれから 進めていく上におきましては、 御 指摘 い 

ただきましたよ う に、 発達障害者に 関する正しい 理解といいますか、 それから就労支援のための 具体的 

な ノウハウ、 こういったものをやはり 八口一ワークの 担当の人を含め 職員に十分周知をして、 正しい理 

解を持って対応してもらうことがわけても 重要であ ろうと思っております。 

このため、 本法案の成立後におきましては、 法の趣旨あ るいは発達障害に 対する正しい 理解といった 

ようなことにつきまして 全国の八口一ワーウに 周知するため 必要な通達を 発出いたしますとか、 近々に 

全国会議の場もございます、 こうしたところを 活用したり、 あ るいは職業紹介を 担当いたします 専門官 

の 研修もございますので、 この場でよく 研修をいたしまして 職員の理解を 深めてまいりたいと、 このよ 

うに考えております。 

0 岡崎トミ子君 よろしくお願いいたします。 

そして、 この雇用支援を 実体法に反映させるためには 障害者雇用促進法の 改正が必要になっていくだ 

ろ うと 思いますけれども、 現在の法定雇用率、 これまだまだ 下回った状況であ りますから、 このことを 

改めていかなければなりませんし ，現在確保されているその 仕事というのが、 例えば身体障害者あ るい 

は知的障害者、 こうい う 人たちが保護されるところで、 法定雇用率というところで 当てはまる人たちな 

わけなんですが、 余り小さなパイの 中で発達障害者が 入って分け合う 、 奪い合うというようなことにな 

ってはなりません。 

仕事の確保ということを 合 お願いをしているわけなんですけれども、 その確保というのが 今までのレ 

ベルよりもやはりアップしていくという ，確保されれぱいいということで 割と低めの水準で 確保された 

のではいけませんので、 そこが十分に 配慮されているということで 是非お願いをしたいと 思います。 

雇用については 十分配慮されるという 点で伺いたいと 思います。 

0 衆議院議員 ( 宇佐美登 君 )  今日もここに 各党の提案者が 並んでいるわけでございますけれども、 こ 

こは一致しているところでもちろんございまして、 今あ る、 障害者で雇用されている 方で、 この雇用率 

も含めて、 発達障害者の 方が入ってきて・その 少ないパイ、 現状は今少ないパイを、 それを分け合うと 

いうことではなくて、 発達障害者の 方がプラスしてより 働く環境、 働く場が与えられるようにあ るべき 

だということは、 皆さん、 本当にこの提案者の 皆さんが一致しているところであ り、 その思いを込めて 

作られた法案でございますので、 政府に対して 我々も一緒になって 働き掛けていきたいと 思っています。 



0 岡崎トミ子君 よろしくお願いいたします。 

警察に伺っておきたいと 思いますが、 犯罪等による 発達障害者の 被害を防止するためとあ ります。 発 

達障害児・発達障害者は 様々な事件あ るいは事故に 巻き込まれやすく、 また巻き込まれた 場合にちゃん 

と 対応してもらえなかった。 それは、 なかなか自分のことを 説明することができない、 あ るいはコミュ 

ニケーションを 取りにくいという、 そういう状況にあ るわけですから、 適切に対応するために 支援が必 

要 だというふ う に思います。 

今もちょっと 話はあ りましたけれども、 警察とか消防，公共交通機関、 消費生活相談機関、 地域の商 

店、 コンビニ・福祉専門家ではないいろんな 機関の人たちに 対してこれを 理解してもらうことが 必要だ 

と 思いますけれども・ 警察がまず一番、 その点、 駆け込んでいくところかな、 対応するところかなとい 

うふうに思いますので、 どのようなことを 考えていらっしゃるか、 お教えいただきたいと 思います。 

0 政府参考人 ( 安藤隆 吾 君 )  お 答えいたします。 

警察では、 現在、 障害者の方々に 対しまして保護の 立場からの適切な 警察活動を登底するために・ 警 

察 学校における 教育や警察署などにおきます 職場研修を通じまして、 部外の専門家の 招 耽 とか、 あ るい 

は知的障害者施設における 介助実習、 さらには、 先ほどもお話があ りました警察官向けハンドブックの 

活用などによる 教育を推進しているところであ ります。 

警察といたしましては、 発達障害者支援の 重要性を認識し、 また今回の法制定の 趣旨も踏まえまして、 

今後とも、 発達障害者の 被害防止に努めますとともに、 事件、 事故に巻き込まれた 場合に適切に 対応で 

きますよ う に，発達障害者の 特性を個々具体的に 理解させる教育の 一層の推進に 努めてまいる 所存でご 

ざいます。 

0 岡崎トミ子君 済みません・ 具体的に交番，警察、 いろいろ様々にあ りますけれども、 その理解を深 

めるために、 先日はちよっとパンフを 見せていただきましたけれども、 大体どのぐらいの 箇所に徹底し 

てそういうものについて 配られ、 また言葉としても 研修されるのかということだけを 確認しておきたい 

と思いますが。 

0 政府参考人 ( 安藤隆吾君 )  平成十三年の 十一月でございますが、 全国の都道府県警察本部の 各課、 

警察署各課ですね、 あ るいは各交番、 駐在所に対しまして 合わせまして 二万一千二百部を 配付しており 

ます。 これを配付するだけでなくて、 先ほども申しましたように 職場の研修を 通じまして具体的にこう 

いう 御 指摘のようなパンフで、 障害者の方々が 来られた場合にやはりコミュニケーション 不足とかいろ 

いろあ りますので、 そういう場合に 的確に対応するように、 細かくですね、 指導するように 努力してお 

りますが、 こう じぅ 法制定がございますので 更に努力をしてまいりたいと 思っております。 

0 岡崎トミ子君 続いて、 その発達障害者のライフコースを 通じての支援なんですが、 もう一時期では 

なくて、 保育園・小学校、 養護学校、 就労と、 こういうふ う に今までは環境が 変わるたびにゼロから 支 

援 体制作りというのは 全部 親 が頑張ってやってきたわけなんですが、 一生涯を通じた 支援ということを 

考えていくわけですから、 これは医療、 福祉、 教育、 そして労働、 垣根を越えた 支援体制が必要となっ 

てくるんですけれども、 一休この連携をしていくのは ，一休だれがコーチ ィ ネートをするのか、 それか 

ら 関係機関をどういうふうにつないでいく 役割を関係者が 作っていくのか、 この点、 厚生労働省に 伺い 

ます。 



0 政府参考人 ( 塩田幸雄 君 )  発達障害者の 支援に当たりましては、 御 指摘あ りましたよ う に、 医療、 

福祉、 教育、 労働などの垣根を 越えた支援体制が 必要だろうと 思いますし、 かっライフサイウルを 通じ 

た一貫した支援が 必要だろうと 思います。 

こうしたことについては 優れた実践 側 があ りまして、 例えば滋 賀県の甲西町におきましては、 教員の 

経験のあ る方が福祉課の 職員も兼ねてコーチ ィ ネータ一の仕事をやられておりますし、 また横浜市の 自 

閉症 ・発達障害支援センタ 一の例では、 就労支援の経験のあ る職員が各機関を 調整する役割を 果たして 

おられます。 

地域によっていろんな 方がコーディネータ 一の役割を果たされると 思いますけれども、 来年度の概算 

要求で文科 省 と厚 労省 が一緒になって 地域でモデル 事業を行うことになっておりまして、 こうした事業 

を通じましていろんなタイプのコーディネータ 一の活動というのが 広がっていくことが 期待できると 

考えております。 

0 岡崎トミ子君 一言だけ。 

これから運用されるに 当たっては、 絶えず見直していく、 謙虚な形で見直していくということが 大変 

大事だと思いますけれども、 そのチェック 機能というのを 是非よろしくお 願いをしたいと 思います。 

あ りがとうございました。 

0 黒岩手淫 君 無所属の黒岩手淫でございます。 

今回のこの発達障害者支援法、 大変悩ましい 法案だと思っております。 

今日も議論かなりされましたけれども、 定義についてもこれだけ 議論が活発だということは、 なかな 

か あ いまいな点もあ ると。 やっばりレッテル 張りの中で差別の 助長とか、 こういった不安もございます。 

現に発達障害児と 診断されて九歳で 自殺された方という、 こういう例もございます。 しかし、 片や 、 こ 

0 発達障害者として、 児として認められないばかりに 今まで本当に 苦しんでこられた 御本人、 そして親 

御さんの存在もございます。 なかなか懐かない 我が子を、 どうして懐かないんだろうと 悩みながらも 虐 

待してしまうといった 二次被害といったような 例もございますので、 やはりそういう 意味では私は 真の 

発達障害者の 皆様、 そしてそれを 取り囲む皆様への 支援になってほしいというその 思いで幾つかの 質問 

ましたいと思っております。 

まず・質問は、 この六月にこの 委員会でも障害者基本法の 改正ということを 大変活発に議論しました。 

一つの大きな 争点は、 この権 利というものを 明記しなけれぱいけないという、 この基本理念に 盛り込ん 

だわけですけれども、 私、 今回のこの発達障害者支援法を 見る限り、 若干その権 利の明記の仕方が 甘い 

のでほないかと。 十二条に権 利擁護とございますが、 これは差別等からの 権 利を擁護するという 若干消 

極的なものでございまして、 私は、 発達障害者の 皆さんが発達していく 権 利を支援するんだという、 私、 

このくらい積極的な 姿勢が求められると 思っているんですが、 提案者・この 点についていかがでしょう 

か 。 

0 衆議院議員 ( 馳 清君 )  この法律は、 障害者基本法の 枠内に含まれるものであ りまして、 障害者基本 

法では第三条第一項におきまして・すべて 障害者は、 個人の尊厳が 重んじられ、 その尊厳にふさわしい 

生活を保障される 権 利を有するものとするとされており、 この規定の趣旨は 発達障害者についても 当然 

及ぶものであ ります。 




